
（1）　令和３年６月４日　金曜日 第210号宮　　城　　県　　公　　報

目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証�

（
地
域
振
興
課
）　
　

一

〇
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定�

（
環
境
対
策
課
）　
　

一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

八

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧�

（
農
村
振
興
課
）　
　

八

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
換
地
計
画
の
縦
覧
（
二
件
）�

（
農
村
整
備
課
）　
　

八

〇
道
路
の
供
用
開
始�

（
道　

路　

課
）　
　

九

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
五
件
）�

（
都
市
計
画
課
）　
　

九

〇
宮
城
県
農
業
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事

務
の
委
託
（
三
件
）�

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　

一
〇

〇
宮
城
県
柴
田
農
林
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務

の
委
託�

（　
　

同　
　

）　

一
〇

〇
宮
城
県
加
美
農
業
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務

の
委
託
（
二
件
）�

（　
　

同　
　

）　

一
〇

〇
宮
城
県
小
牛
田
農
林
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事

務
の
委
託
（
三
件
）�

（　
　

同　
　

）　

一
一

〇
宮
城
県
南
郷
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
の
委

託�

（　
　

同　
　

）　

一
一

〇
宮
城
県
登
米
総
合
産
業
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収

事
務
の
委
託
（
二
件
）�

（　
　

同　
　

）　

一
一

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決

定�

（
デ
ジ
タ
ル
み
や
ぎ
推
進
課
）　

一
二

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基

づ
く
自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
指
定�

（
精
神
保
健
推
進
室
）　

一
二

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決

定
（
三
件
）�

（
薬　

務　

課
）　

一
二

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告�

（
契　

約　

課
）　

一
三

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定�

（
教
育
庁
教
育
企
画
室
）　

一
五

監
査
委
員

〇
定
期
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表�

　

一
五

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土
調
査
の
成
果
を

認
証
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　

柴
田
町

二　

調
査
を
行
っ
た
時
期

　
　

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で

三　

成
果
の
名
称

　
　

柴
田
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四　

調
査
を
行
っ
た
地
域

　
�　

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
成
田
字
待
江
、
同
字
和
田
谷
地
、
同
字
待
江
下
、
同
字
新
待
江
、
同
字
江
崎
、
同
字
坂
崎
、

同
字
倉
坂
の
一
部

五　

認
証
年
月
日

　
　

令
和
三
年
五
月
二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

　

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
形
質
変
更
時
要
届
出
区

域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
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本町三丁目８番１号
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第210号　令和３年６月４日　金曜日 （2）宮　　城　　県　　公　　報
　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

　

�　

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
焼
石
亦
六
十
一
番
十
及
び
六
十
一
番
二
十
一
並
び
に
大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
星
沼
七
十
七
番
二

十
、
七
十
七
番
七
十
一
、
七
十
七
番
七
十
三
、
七
十
七
番
七
十
五
、
七
十
七
番
八
十
一
、
七
十
七
番
百
五
十
七
、
七

十
七
番
百
五
十
八
、
七
十
七
番
百
五
十
九
、
七
十
七
番
百
六
十
、
七
十
七
番
百
六
十
一
、
七
十
七
番
百
六
十
二
、
七

十
七
番
百
六
十
四
、
七
十
七
番
百
六
十
五
、
七
十
七
番
百
六
十
六
、
七
十
七
番
百
六
十
七
、
七
十
九
番
二
百
五
十
五

及
び
七
十
九
番
二
百
五
十
六
並
び
に
大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
川
端
十
四
番
一
、
十
四
番
十
五
、
十
四
番
十
七
、
十
四
番

十
八
、
十
四
番
十
九
、
十
四
番
二
十
及
び
百
八
十
八
番
三

　

�　

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
焼
石
亦
六
十
一
番
七
、
六
十
一
番
九
、
六
十
一
番
十
一
、
六
十
一
番
十
三
、
六
十
一
番
十
四

及
び
六
十
二
番
二
の
一
部
並
び
に
大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
星
沼
七
十
七
番
四
、
七
十
七
番
八
及
び
七
十
七
番
十
六
の
一

部
並
び
に
大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
川
端
十
四
番
十
六
、
百
八
十
八
番
一
及
び
百
八
十
八
番
二
の
一
部
並
び
に
一
般
国
道

四
十
七
号
の
一
部
並
び
に
市
道
中
山
平
駅
前
線
の
一
部
と
し
、
次
の
図
の
と
お
り
と
す
る
。



（3）　令和３年６月４日　金曜日 第210号宮　　城　　県　　公　　報
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形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

 
 
 
 
 
敷
地
境
界

 
 
 
 
 
筆
の
境
界
線

 

＜
起
点
＞

 
起
点
は
，
対
象
地
の
北
端
と
す

る
。

 
＜
格
子
の
回
転
角
度

＞
７
５
°

 
格
子
の
回
転
角
度
は
，
起
点
を
通

り
，
東
西
方
向
及
び
南
北
方
向
に

引
い

た
線

並
び

に
こ

れ
ら

と
並

行
し

て
１

０
ｍ

間
隔

で
引

い
た

線
に

よ
り
形
成
さ
れ
る
格

子
を
，
起
点
を
支
点
と
し

て
右
回
り
に
回
転
さ
せ

た
角
度
を
示
す
。

 
 



第210号　令和３年６月４日　金曜日 （4）宮　　城　　県　　公　　報

77-16 

                         

凡
 
 
例

 
形
質
変
更

時
要
届
出
区
域

 
敷
地
境
界

 
筆
の
境
界

線
 

一
般
国
道
四
十
七
号

 

中
山
平
駅
前
線

 

79-255 

77-157 

79-121 

79-256 77-166 

77-167 
77-159 

77-158 

77-162 

77-71 

77-81 

77-75 

77-165 

77-161 

77-160 

77-164 

77-4 

77-73 
77-20 



（5）　令和３年６月４日　金曜日 第210号宮　　城　　県　　公　　報

                         

61-21 62-2 

凡
 
 
例

 
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

 
敷
地
境
界

 
筆
の
境
界
線

 



第210号　令和３年６月４日　金曜日 （6）宮　　城　　県　　公　　報

                         

一
般
国
道
四
十
七
号

 

14-18 
14-16 

凡
 
 
例

 
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

 
敷
地
境
界

 
筆
の
境
界
線

 



（7）　令和３年６月４日　金曜日 第210号宮　　城　　県　　公　　報

         

凡
 
 
例

 
形
質
変
更
時
要
届
出

区
域

 
敷
地
境
界

 
筆
の
境
界
線

 

7
5-4 

一
般
国
道
四
十

七
号

 



第210号　令和３年６月４日　金曜日 （8）宮　　城　　県　　公　　報

二�　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質

の
種
類

　
　

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

三�　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
号
か
ら
第
十
三

号
ま
で
の
該
当
性

　
　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
号
に
該
当
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�
ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
九
一
七
一
二
四

ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
レ
ッ
ジ

仙
台
多
賀
城
市
中
央
三
│
十

│
五　

Ｏ
ｇ
ｇ
ｅ
ビ
ル

四
Ｆ

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

ス
タ
ン
デ
ィ
株

式
会
社

令
和
三
年
五
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

　

県
営
広
長
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知

事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日
か
ら
令
和
三
年
七
月
二
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
崎
市
役
所
及
び
大
崎
市
鹿
島
台
総
合
支
所

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
荒
浜
北
部
地
区
横
山
分
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら

れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
換
地

計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
三
年
六
月
七
日
か
ら
令
和
三
年
七
月
五
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

亘
理
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
山
元
北
部
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら

れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
換
地

計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称
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換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
三
年
六
月
七
日
か
ら
令
和
三
年
七
月
五
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

山
元
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
六
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

石
巻
鹿
島
台

色
麻
線

遠
田
郡
美
里
町
二
郷
字
南
八
丁
一
四
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
二
郷
字
南
八
丁
一
番
四
地
先
ま
で

令
和
三
年

�

六
月
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
高
度
地
区

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称

　
　
　

泉
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
朝
日
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
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縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
特
別
緑
地
保
全
地
区

　

２　

名
称

　
　
　

東
原
特
別
緑
地
保
全
地
区

　
　
　

八
木
山
弥
生
町
特
別
緑
地
保
全
地
区

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
農
業
高

等
学
校
の
農
産
物
の
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
令
和
三
年
三
月
二

十
六
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　
　
　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
上
郡
字
山
入
三
十
番
地
二　

宍
戸
畜
産　

代
表　

宍
戸　

松
雄

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
農
業
高

等
学
校
の
農
産
物
の
仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
食
肉
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
令
和
三

年
三
月
十
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
扇
町
六
丁
目
三
番
六
号　

仙
台
中
央
食
肉
卸
売
市
場
株
式
会
社

　
　

名
取
市
増
田
一
丁
目
十
二
番
三
十
六
号　
　

名
取
岩
沼
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
農
業
高

等
学
校
の
農
産
物
の
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
令
和
三
年
三
月
十

五
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

名
取
市
増
田
一
丁
目
十
二
番
三
十
六
号　
　

名
取
岩
沼
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
柴
田
農

林
高
等
学
校
の
農
産
物
の
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
令
和
三
年
三

月
三
十
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　
　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

柴
田
郡
柴
田
町
西
船
迫
一
丁
目
十
番
地
の
三　

み
や
ぎ
仙
南
農
業
協
同
組
合　

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
加
美
農

業
高
等
学
校
の
農
産
物
の
仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
食
肉
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
令

和
三
年
三
月
二
十
三
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方
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仙
台
市
宮
城
野
区
扇
町
六
丁
目
三
番
六
号　
　
　

仙
台
中
央
食
肉
卸
売
市
場
株
式
会
社

　
　

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
枛
木
町
十
四
番
地
の
一　

加
美
よ
つ
ば
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
加
美
農

業
高
等
学
校
の
農
産
物
の
株
式
会
社
宮
城
県
食
肉
流
通
公
社
及
び
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品

売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
令
和
三
年
三
月
二
十
三
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　
　
　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
枛
木
町
十
四
番
地
の
一　

加
美
よ
つ
ば
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
小
牛
田

農
林
高
等
学
校
の
農
産
物
の
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
令
和
三
年

三
月
三
十
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　
　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

栗
原
市
築
館
字
照
越
大
ケ
原
四
十
三
番
地
一　

新
み
や
ぎ
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
小
牛
田

農
林
高
等
学
校
の
農
産
物
等
の
株
式
会
社
Ａ
コ
ー
プ
東
北
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
令
和

三
年
三
月
三
十
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

岩
手
県
紫
波
郡
矢
巾
町
流
通
セ
ン
タ
ー
南
二
丁
目
五
番
二
号　

株
式
会
社
Ａ
コ
ー
プ
東
北

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
小
牛
田

農
林
高
等
学
校
の
農
産
物
等
の
安
心
市
場
さ
く
ら
っ
こ
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
令
和
三

年
三
月
二
十
九
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

大
崎
市
田
尻
小
塩
字
八
ツ
沢
一　

安
心
市
場
さ
く
ら
っ
こ
運
営
協
議
会

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
南
郷
高

等
学
校
の
農
産
物
の
花
野
果
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
令
和
三
年
四
月
一
日
次
の
と

お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

遠
田
郡
美
里
町
練
牛
字
六
号
十
二
番
地　

有
限
会
社　

花
野
果
市
場

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
登
米
総

合
産
業
高
等
学
校
の
畜
産
物
の
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
令
和
三

年
三
月
三
十
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　
　
　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中
江
三
丁
目
九
番
地
の
一　

み
や
ぎ
登
米
農
業
協
同
組
合　

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
登
米
総

合
産
業
高
等
学
校
の
農
産
物
の
産
直
な
か
だ
愛
菜
館
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
令
和
三
年

三
月
二
十
三
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

登
米
市
中
田
町
石
森
字
本
町
九
十
五
番
地
一　

協
同
組
合
産
直
な
か
だ
愛
菜
館

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

個
人
番
号
利
用
事
務
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
等
賃
貸
借　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

企
画
部
デ
ジ
タ
ル
み
や
ぎ
推
進
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三�　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日　

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　
ｅ－

ｍ
ｉ
ｙ
ａ
ｇ
ｉ
個
人
番
号
利
用
事
務
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

企
業
連
合　

仙
台
市
青
葉
区
中
央
三
丁
目
二
番
二
十
三
号

五�　

落
札
金
額　

五
億
九
千
四
百
万
円

六�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七�　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
三
年
二
月
十
六
日

�

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
精
神
通
院
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指

定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局　

岩
沼
中

央
店

岩
沼
市
中
央
四
丁
目
一
一
番
一
三
号

令
和
三
年
六
月
一
日

名
取
た
こ
う
オ
レ
ン
ジ
薬
局

名
取
市
田
高
字
原
五
九
七

令
和
三
年
六
月
一
日

ヤ
マ
ザ
ワ
調
剤
薬
局
多
賀
城

店

多
賀
城
市
城
南
二－

一
四－

七

令
和
三
年
六
月
一
日

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
ク

大
和
吉
岡
店

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
ま
ほ
ろ
ば
一
丁
目
四
番
地

の
七

令
和
三
年
六
月
一
日

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
薬
（
タ
ミ
フ
ル
カ
プ
セ
ル

七
十
五　

百
カ
プ
セ
ル
（
Ｐ
Ｔ
Ｐ
）
備
蓄
用
）
五
万
四
千
四
百
人
分
（
五
千
四
百
四
十
箱
）

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

保
健
福
祉
部
薬
務
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
三
年
四
月
十
六
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

中
外
製
薬
株
式
会
社　

東
京
都
北
区
浮
間
五
丁
目
五

番
一
号

五�　

契
約
金
額　

一
億
百
三
十
万
九
千
百
二
十
円

六�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
該
当

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
薬
（
イ
ナ
ビ
ル
吸
入
粉
末

剤
二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム　

備
蓄
用
）
二
万
人
分
（
四
万
容
器
）

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

保
健
福
祉
部
薬
務
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
三
年
四
月
十
六
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

第
一
三
共
株
式
会
社　

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町

三
丁
目
五
番
一
号

五�　

契
約
金
額　

三
千
四
百
六
十
二
万
八
千
円

六�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
該
当

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
薬
（
備
蓄
用
ラ
ピ
ア
ク
タ

点
滴
静
注
用
バ
イ
ア
ル　

百
五
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
）
一
万
五
千
九
百
人
分
（
三
万
千
八
百
バ
イ
ア
ル
）

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

保
健
福
祉
部
薬
務
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
三
年
四
月
十
六
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

塩
野
義
製
薬
株
式
会
社　

大
阪
府
大
阪
市
道
修
町
三

丁
目
一
番
八
号

五�　

契
約
金
額　

三
千
五
百
十
五
万
五
千
四
百
七
十
二
円

六�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
該
当

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

購
入
物
品
及
び
数
量　

船
形
の
郷
厨
房
機
器
ほ
か　

一
式

　

２　

購
入
物
品
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
限　

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
）

　

４　

納
入
場
所　

宮
城
県
船
形
の
郷

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　

１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３�　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４�　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

５�　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６�　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

　

７�　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理
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事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８�　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す

る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城

県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇

二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
令
和
三
年
六
月
二
十
一
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

　
　

㈠�　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け

る
相
手
方
決
定
の
手
続
き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡�　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２�　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び

に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
物
品
班
（
担
当　

須
藤　

凜
太
郎　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
三
）

　

３�　

郵
送
に
よ
る
入
札
説
明
書
の
交
付
期
限　

郵
送
に
よ
り
書
面
で
の
入
札
説
明
書
の
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

令
和
三
年
六
月
二
十
一
日
（
月
）
ま
で
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

㈠�　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
令
和
三
年
六
月
二
十
一
日
（
月
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
三
年
六
月

二
十
九
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
し
、
参
加
資
格
の

審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈡�　

書
面
に
よ
り
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

書
面
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明

書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
令
和
三
年
六
月
二
十
九
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、

提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈢�　

開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
㈠
又
は
㈡
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　

㈠　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　
　

入
札
期
間　

令
和
三
年
七
月
五
日
（
月
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
三
年
七
月
十
三
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

イ　

日
時　

令
和
三
年
七
月
十
三
日
（
火
）
午
後
五
時

　
　
　

ロ　

場
所　

２
に
同
じ

　
　
　

ハ�　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り
イ
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。�

た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

ニ　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　

令
和
三
年
七
月
十
四
日
（
水
）
午
前
十
時　

宮
城
県
行
政
庁
舎
一
階
出
納
局
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

五　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
入

札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
三
年
宮
城
県
規
則
第
百
十
一
号
）
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
。
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３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

４�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５�　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り

捨
て
た
金
額
。
以
下
同
じ
。）
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
か
ら
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
相
当
す

る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

６�　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要　

　

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

　

Sum
m
ary

　

1
�　

N
ature�and�Q

uantity�of�the�Item
s�to�be�Procured�:�Funagata�no�Sato�kitchen�equipm

ent�and�

other�supplies�(1�set)�

　

2

　

D
eadline�for�D

elivery�:�July�8,�2022�(Fri.)�

　

3

�　

Place�of�D
elivery�:�M

iyagi�Prefecture�Funagata�no�Sato

（for�details�see�docum
ent�w

ith�

specifications

）

　

4

�　

D
eadline�for�Bid�Subm

ission�:�July�13,�2021�(T
ue.),�5

:00�p.m
.�

　

5

�　

Contact�Inform
ation�:�Rintaro�Suto,�Procurem

ent�Section,�Governm
ent�Contract�D

ivision,�

T
reasury�D

epartm
ent,�M

iyagi�Prefectural�Governm
ent

　

6

�　

3-8-1�H
oncho,�A

oba-ku,�Sendai�City,�M
iyagi�Prefecture�980-8423�Japan.�T

el.:�022-211-3333

　

7

�　

Language�and�Currency�U
sed�for�Contract�:�Japanese�and�Japanese�yen�only

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
配
置
業
務　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
教
育
企
画
室　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三�　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
三
年
五
月
二
十
八
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社　

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三
丁

目
十
九
番
二
号

五�　

落
札
金
額　

三
千
九
十
万
円

六�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七�　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
三
年
五
月
十
四
日

監
査
委
員

　
　
　
　
　

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
13号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
14項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
令
和
３
年
６
月
４
日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
本
　
　
木
　
　
忠
　
　
一
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
太
　
　
田
　
　
稔
　
　
郎
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
加
里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
令
和
３
年
２
月
19日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
３
年
４
月
９
日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
大
河
原
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ

た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 78,420,930円



第210号　令和３年６月４日　金曜日 （16）宮　　城　　県　　公　　報
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
236,737,768円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
315,158,698円

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 88,758,936円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
208,496,050円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
297,254,986円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
「
令
和
２
年
度
県
税
事
務
運
営
」
及
び
「
第
５
次
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
」
を
踏
ま
え
，「
令

和
２
年
度
大
河
原
県
税
事
務
所
運
営
方
針
」
を
策
定
し
，
効
果
的
な
徴
収
対
策
に
よ
る
税
収
の
確
保
に
努
め
た
。

　
　
　
�　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
管
内
市
町
と
の
徴
収
対
策
の
連
携
・
協
働
の
も
と
，
宮
城
一
斉
滞
納
整
理
強
化

月
間
（
令
和
２
年
11，
12月
）
に
お
い
て
，
１
市
６
町
と
の
共
同
催
告
を
実
施
し
た
。
ま
た
，
地
方
税
法
48条

に
基
づ
き
，
２
市
３
町
に
お
け
る
徴
収
困
難
事
案
等
に
つ
い
て
，
徴
収
及
び
滞
納
処
分
の
引
継
を
受
け
て
直
接

徴
収
を
実
施
し
た
ほ
か
，
県
税
還
付
金
の
情
報
提
供
に
よ
る
差
押
支
援
や
市
町
職
員
の
滞
納
整
理
技
法
の
向
上

を
図
る
た
め
の
研
修
会
開
催
な
ど
に
よ
り
滞
納
整
理
を
推
進
し
た
。

　
　
　
�　
そ
の
他
の
税
目
に
つ
い
て
は
，
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
に
配
慮
し
，
訪
問
に
よ
る
納
税
勧

奨
を
自
粛
し
た
が
，
財
産
調
査
の
早
期
着
手
と
滞
納
処
分
の
強
化
を
重
点
に
，
預
貯
金
や
給
与
な
ど
，
取
立
の

確
実
性
の
高
い
債
権
を
中
心
に
差
押
を
実
施
し
た
。
ま
た
，
高
額
・
長
期
滞
納
事
案
に
つ
い
て
は
，
事
案
検
討

会
に
お
い
て
整
理
状
況
を
共
有
し
，
処
理
方
針
を
定
め
て
対
応
し
た
ほ
か
，
滞
納
処
分
に
関
す
る
研
修
会
等
に

参
加
し
て
，
徴
収
技
術
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
っ
た
。

　
　
　
�　
こ
の
ほ
か
，
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た
事
業
者
や
納
税
資
力
が
十
分
で
な
い

納
税
者
に
つ
い
て
は
，
納
税
の
猶
予
や
滞
納
処
分
の
執
行
停
止
に
よ
る
納
税
の
緩
和
措
置
を
適
用
す
る
な
ど
，

適
切
な
債
権
管
理
に
努
め
る
と
と
も
に
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
向
け
て
徴
収
対
策
を
推
進
し
た
。

　
⑵
　
塩
釜
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ

た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
102,309,844円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
152,752,614円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
255,062,458円

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
102,866,209円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
138,691,045円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
241,557,254円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
県
税
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
当
た
っ
て
は
，「
第
５
次
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
」，「
令
和
２
年

度
県
税
事
務
運
営
」
及
び
「
塩
釜
県
税
事
務
所
事
務
実
施
計
画
」
に
基
づ
き
，
以
下
の
税
目
に
分
け
て
各
種
徴

収
対
策
に
取
り
組
ん
だ
。

　
　
　
�　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
,管
内
市
町
と
連
携
・
協
働
し
，
県
税
還
付
金
の
差
押
支
援
，
共
同
文
書
催
告
，

合
同
捜
索
支
援
，
共
同
訪
宅
を
実
施
し
た
。
ま
た
，
令
和
２
年
９
月
１
日
か
ら
県
職
員
の
市
町
併
任
及
び
市
町

相
互
併
任
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
，
10月
と
１
月
に
は
併
任
徴
収
対
策
会
議
を
開
催
し
，
共
通
滞
納
者
（
36者
）

の
情
報
共
有
を
図
っ
た
上
で
，
相
互
に
定
め
た
滞
納
整
理
方
針
を
も
と
に
，
各
市
町
に
お
い
て
徴
収
対
策
に
取

り
組
ん
だ
。

　
　
　
�　
そ
の
他
の
税
目
に
つ
い
て
は
,年
間
計
画
，
調
査
の
進
め
方
や
情
報
管
理
方
法
等
の
事
務
処
理
を
見
直
し
，

よ
り
効
率
的
・
効
果
的
な
滞
納
整
理
が
行
え
る
よ
う
に
取
り
組
ん
だ
。

　
　
　
�　
大
口
（
滞
納
額
30万
円
以
上
）
案
件
19件
に
つ
い
て
は
，
９
月
に
検
討
会
を
開
催
し
て
整
理
方
針
を
決
定
し
，

そ
の
整
理
方
針
に
沿
っ
た
滞
納
整
理
に
取
り
組
ん
だ
結
果
，
６
件
が
完
納
し
た
。（
令
和
３
年
３
月
12日
現
在
）

ま
た
，
２
月
下
旬
か
ら
３
月
初
旬
に
は
，
当
該
大
口
案
件
に
加
え
，
難
航
案
件
や
滞
納
繰
越
分
に
係
る
時
効
完

成
間
近
な
も
の
及
び
処
分
停
止
予
定
等
の
87件
の
案
件
に
つ
い
て
，
進
捗
状
況
報
告
会
を
開
催
し
，
組
織
的
な

進
行
管
理
を
図
っ
た
。

　
　
　
�　
そ
の
他
の
案
件
に
つ
い
て
も
，
預
金
調
査
を
始
め
と
す
る
財
産
調
査
や
住
民
税
調
査
を
計
画
的
に
行
い
，
資

力
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
適
時
に
差
押
等
の
滞
納
処
分
を
執
行
し
，
資
力
の
な
い
者
に
つ
い
て
は
処
分
停
止
を

行
う
等
，
適
切
な
債
権
管
理
に
努
め
た
。

　
⑶
　
北
部
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 85,243,951円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
178,827,728円
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合
　
　
計
　
　
264,071,679円

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
108,554,225円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
169,524,191円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
278,078,416円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
及
び
令
和
２
年
度
県
税
事
務
運
営
に
基
づ
き
徴
収
対
策
を
講
じ
，
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
も
個
別
に
確
認
し
な
が
ら
税
収
確
保
と
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
た
。

　
　
　
�　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，「
北
部
地
区
住
民
税
徴
収
対
策
会
議
」
を
開
催
し
，
栗
原
市
を
含
む
管
内
２
市

４
町
と
の
連
携
・
協
働
を
推
し
進
め
た
ほ
か
，
市
町
の
意
向
を
反
映
さ
せ
た
「
滞
納
処
分
実
務
研
修
会
」
を
今

年
も
２
回
に
増
や
し
て
開
催
し
，
管
内
職
員
の
徴
収
技
術
の
向
上
を
図
っ
た
。

　
　
　
�　
ま
た
，「
大
崎
地
区
税
務
担
当
課
長
会
議
」
を
３
回
開
催
し
，
滞
納
整
理
の
具
体
的
な
取
組
方
針
を
協
議
す

る
と
と
も
に
，
県
税
職
員
の
管
内
市
町
併
任
及
び
管
内
市
町
徴
税
吏
員
の
相
互
併
任
に
よ
る
「
併
任
職
員
徴
収

対
策
会
議
」
を
４
回
開
催
し
，
各
市
町
が
抱
え
る
徴
収
困
難
案
件
（
12件
）
を
協
議
・
検
討
し
，
案
件
に
応
じ

て
差
押
や
捜
索
等
を
行
っ
た
ほ
か
，
共
同
催
告
（
３
町
）
や
自
動
車
税
還
付
金
の
差
押
支
援
を
行
う
な
ど
，
収

入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
た
。

　
　
　
�　
個
人
県
民
税
以
外
の
税
目
に
つ
い
て
は
，
適
切
な
時
期
の
催
告
・
折
衝
，
財
産
調
査
の
早
期
着
手
，
預
貯
金

や
給
与
等
の
債
権
を
中
心
と
し
た
差
押
を
行
う
と
と
も
に
，
担
税
力
が
な
い
と
判
断
し
た
滞
納
者
に
対
し
て
は

速
や
か
に
処
分
停
止
等
を
行
う
な
ど
，
よ
り
効
果
的
な
滞
納
整
理
に
努
め
た
。

　
⑷
　
北
部
県
税
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ

た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 26,483,015円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 54,651,314円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 81,134,329円

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 21,041,834円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 56,680,268円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 77,722,102円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
滞
納
額
の
約
９
割
を
占
め
る
こ
と
か
ら
，
栗
原
市
と
の
連
携
強
化
を
図
り
，
収

入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
た
。
具
体
的
に
は
「
住
民
税
徴
収
対
策
会
議
」
や
「
滞
納
処
分
実
務
研
修
会
」
を
北

部
県
税
事
務
所
と
合
同
で
開
催
し
，
県
職
員
と
市
町
職
員
双
方
の
徴
収
ス
キ
ル
の
向
上
に
努
め
た
。
ま
た
，
栗

原
滞
納
整
理
協
働
支
援
チ
ー
ム
を
設
置
す
る
と
と
も
に
，
当
所
職
員
５
名
を
栗
原
市
職
員
（
徴
税
吏
員
）
に
併

任
発
令
し
，
共
同
で
訪
宅
催
告
や
文
書
催
告
を
行
っ
た
。

　
　
　
�　
個
人
県
民
税
以
外
の
一
般
税
に
つ
い
て
は
，
地
区
毎
の
担
当
者
と
納
税
指
導
員
が
連
携
し
な
が
ら
，
早
期
の

納
税
折
衝
及
び
財
産
調
査
に
着
手
し
た
。
ま
た
，
納
税
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
自
主
納
税
に
応
じ
な

い
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
預
貯
金
や
給
与
等
換
価
性
の
高
い
債
権
の
差
押
を
中
心
に
滞
納
処
分
を
行
い
，
税
収

確
保
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
た
。

　
　
　
�　
こ
の
ほ
か
，
財
産
調
査
等
の
結
果
，
納
税
資
力
が
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
法
定
要
件

に
照
ら
し
な
が
ら
，
適
正
に
滞
納
処
分
の
執
行
停
止
を
行
っ
た
。

　
⑸
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ

た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 40,246,360円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 94,851,829円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
135,098,189円

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 34,152,712円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 98,368,213円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
132,520,925円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
「
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
」
及
び
「
令
和
２
年
度
県
税
事
務
運
営
」
に
基
づ
き
，
次
の
と
お
り

収
入
未
済
額
の
縮
減
と
税
収
の
確
保
に
努
め
た
。

　
　
　
�　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
地
方
税
法
第
48条

に
よ
る
直
接
徴
収
を
実
施
し
，
30件

引
き
受
け
，
約
350万

円
徴
収
し
た
。
ま
た
，
共
同
催
告
・
共
同
徴
収
，
県
税
還
付
金
の
差
押
支
援
を
実
施
し
た
ほ
か
，
市
町
職
員
を
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対
象
と
し
た
研
修
会
を
開
催
し
滞
納
処
分
の
技
術
向
上
を
促
し
た
。

　
　
　
�　
個
人
県
民
税
以
外
に
つ
い
て
は
，
国
・
市
町
と
も
連
携
し
な
が
ら
早
期
の
折
衝
・
催
告
に
よ
り
自
主
納
税
を

促
す
と
と
も
に
，
預
貯
金
，
給
与
等
の
債
権
を
中
心
に
早
期
の
財
産
調
査
を
行
い
，
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
を
活

用
し
，
資
力
の
あ
る
滞
納
者
に
つ
い
て
は
差
押
等
の
滞
納
処
分
を
実
施
し
，
資
力
の
な
い
滞
納
者
に
つ
い
て
は

滞
納
処
分
執
行
停
止
等
を
行
い
，
適
切
な
債
権
管
理
に
努
め
た
。

　
⑹
　
仙
南
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら

れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 15,069,666円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 32,631,103円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 47,700,769円

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
5,365,647円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 29,189,226円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 34,554,873円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
未
収
債
権
の
縮
減
を
図
る
た
め
，
従
来
の
管
理
方
法
を
見
直
し
，
各
地
区
担
当
員
が
担
当
世
帯
に
係
る
情
報

把
握
が
し
や
す
く
，
効
果
的
な
納
入
指
導
が
行
え
る
よ
う
新
た
な
「
債
務
者
リ
ス
ト
」
を
作
成
す
る
な
ど
の
環

境
整
備
を
行
な
う
と
と
も
に
，
納
入
期
限
を
超
過
し
て
い
る
被
保
護
者
に
対
す
る
督
促
状
，
催
告
書
に
つ
い
て

も
令
和
３
年
１
月
以
降
は
月
100件

程
度
送
付
し
て
お
り
，
未
納
者
へ
の
周
知
徹
底
を
強
化
し
て
い
る
。

　
　
　
�　
ま
た
，
保
護
受
給
中
の
者
に
は
,　
地
区
担
当
員
の
訪
問
時
等
に
お
け
る
納
入
指
導
並
び
に
新
た
な
債
権
発

生
を
抑
制
す
る
た
め
の
収
入
申
告
義
務
に
つ
い
て
周
知
徹
底
を
図
っ
た
。

　
　
　
　
令
和
３
年
２
月
末
現
在
の
収
入
未
済
の
状
況

　
　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
 13,833,805円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
 31,647,103円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
 45,480,908円

　
　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
4,638,277円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
 27,088,826円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
 31,727,103円

　
　
　
　
　
　
※
収
入
未
済
額
の
う
ち
619,744円

は
時
効
到
来
に
よ
り
不
納
欠
損
処
理
予
定

　
　
　
　
今
後
の
対
応

　
　
　
　
　
・
訪
問
時
に
お
け
る
納
付
指
導
の
徹
底

　
　
　
　
　
　
�　
ケ
ー
ス
訪
問
時
に
収
入
未
済
の
有
無
の
周
知
及
び
納
入
通
知
書
の
手
交
等
を
行
い
，
納
付
義
務
に
つ

い
て
再
認
識
さ
せ
る
と
と
も
に
，
確
実
な
納
付
が
実
現
で
き
る
よ
う
適
宜
履
行
延
期
の
特
約
等
承
認
に

よ
る
分
納
に
つ
い
て
指
導
し
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
�　
ま
た
，
新
た
な
債
権
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
，
収
入
申
告
義
務
に
つ
い
て
も
同
様
に
周
知
徹
底
を
図
っ

て
い
く
。

　
　
　
　
　
・
未
収
債
権
回
収
強
化
月
間
の
策
定
及
び
実
施

　
　
　
　
　
　
�　
11月
か
ら
１
月
ま
で
を
強
化
月
間
と
し
，
毎
月
実
施
す
る
督
促
状
の
送
付
や
通
常
訪
問
時
に
お
け
る

納
付
指
導
に
加
え
，
必
要
に
応
じ
査
察
指
導
員
等
の
同
行
訪
問
や
休
日
・
夜
間
訪
問
も
計
画
す
る
な
ど

納
入
指
導
を
強
化
す
る
。

　
⑺
　
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら

れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
8,607,483円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 70,092,202円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 78,699,685円

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
8,277,516円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 68,106,568円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 76,384,084円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
未
収
債
権
の
縮
減
を
図
る
た
め
，
所
長
以
下
幹
部
職
員
が
出
席
す
る
「
生
活
保
護
業
務
適
正
化
会
議
」
を
随

時
開
催
（
令
和
２
年
度
は
６
回
）
し
，
未
収
債
権
の
納
付
状
況
を
踏
ま
え
た
適
切
な
納
付
指
導
を
徹
底
す
る
ほ
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か
，
未
収
債
権
の
新
規
発
生
を
抑
制
す
る
た
め
，
被
保
護
世
帯
の
収
入
の
適
時
・
適
切
な
把
握
に
必
要
な
訪
問

調
査
活
動
の
実
施
に
つ
い
て
進
行
管
理
を
行
っ
た
。
ま
た
，
令
和
２
年
10月
～
12月
の
３
か
月
間
を
「
未
収
債

権
回
収
強
化
月
間
」（
以
下
「
強
化
月
間
」）
に
設
定
し
，
分
納
誓
約
の
不
履
行
を
含
む
令
和
２
年
10月
９
日
時

点
の
滞
納
案
件
155件

，
40,985,232円

を
対
象
と
し
て
催
告
書
等
を
送
付
す
る
と
と
も
に
，
期
限
ま
で
に
納
入

や
連
絡
の
無
か
っ
た
滞
納
者
に
つ
い
て
は
，
令
和
３
年
２
月
末
ま
で
電
話
催
告
や
訪
問
に
よ
る
納
付
指
導
を
積

極
的
に
行
っ
た
。

　
　
　
�　
令
和
３
年
２
月
末
現
在
の
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
等
の
現
年
度
分
に
お
け
る
収
入
未
済
額
は
，
6,818,794

円
で
あ
る
が
，
現
年
度
分
の
納
付
率
は
71.6％

と
前
年
度
（
64.4％

）
を
7.2ポ

イ
ン
ト
上
回
っ
た
。
ま
た
，
過

年
度
分
の
未
収
債
権
と
し
て
は
，「
強
化
月
間
」
の
取
組
み
に
よ
っ
て
，
36件
，
8,590,509円

の
納
付
約
束
（
分

納
再
開
を
含
む
）
が
あ
り
，
令
和
３
年
２
月
末
時
点
の
納
付
額
は
248,655円

と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
・
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
等
の
現
年
度
分
の
納
付
状
況

　
　
　
　
　
　
令
和
２
年
度
調
定
額
（
現
年
度
分
）
　
　
24,022,825円

　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
（
納
付
率
）
　
　
　
　
　
　
　
17,204,031円

（
71.6％

）

　
　
　
　
　
　
令
和
３
年
２
月
末
収
入
未
済
額
　
　
　
　
 6,818,794円

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額
の
処
理
状
況

　
　
　
　
　
　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
　
　
　
　
　
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額
　
　
　
　
　
　
78,699,685円

　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 6,145,171円

　
　
　
　
　
　
令
和
３
年
２
月
末
収
入
未
済
額
　
　
　
　
72,554,514円

　
⑻
　
東
部
地
方
振
興
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
行
政
財
産
の
使
用
許
可
に
お
い
て
，
減
免
措
置
に
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対

策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
電
柱
敷
地
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
，
使
用
許
可
処
理
基
準
に
定
め
ら
れ
た
減
免
区
分
に
該

当
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
免
除
し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
指
摘
の
あ
っ
た
電
柱
敷
地
の
使
用
許
可
を
変
更
し
，無
償
と
し
て
い
た
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
に
改
め
た
。

　
　
　
�　
今
後
，
行
政
財
産
の
使
用
を
許
可
す
る
に
あ
た
っ
て
は
，
申
請
書
類
等
を
精
査
し
，
財
産
の
交
換
，
譲
与
等

に
関
す
る
条
例
等
関
係
規
則
に
則
っ
て
適
切
な
事
務
事
業
の
執
行
を
実
施
し
て
い
く
。

　
⑼
　
畜
産
試
験
場

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
委
託
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら

れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
設
計
委
託
業
務
に
つ
い
て
，
必
要
な
仕
様
変
更
や
成
果
品
の
誤
り
に
対
す
る
修
正
指
示
等
を
行
わ
ず
，
業

務
完
了
を
認
め
成
果
品
を
受
理
し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
業
務
名
　
平
成
31年
度
畜
産
試
験
場
－
201号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畜
産
試
験
場
ポ
ン
プ
小
屋
改
築
等
設
計
業
務

　
　
　
　
　
・
金
額
　
　
908,800円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
今
回
の
事
案
に
つ
い
て
は
，
委
託
先
と
の
調
整
を
担
当
者
の
み
の
対
応
に
し
て
い
た
こ
と
，
さ
ら
に
は
試
験

場
内
で
の
随
時
の
情
報
共
有
と
，
適
切
な
進
行
管
理
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
�　
こ
の
た
め
，
外
部
業
者
と
の
打
ち
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
，
複
数
の
職
員
を
参
加
さ
せ
る
と
と
も
に
，
記
録
表

を
作
成
し
，
場
長
ま
で
回
覧
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
�　
さ
ら
に
，
場
長
を
は
じ
め
と
す
る
進
行
管
理
委
員
会
を
設
置
し
，
発
注
，
施
行
管
理
，
完
了
検
査
，
入
金
等

の
進
捗
状
況
を
も
と
に
，
担
当
者
の
み
な
ら
ず
，
試
験
場
全
体
と
し
て
の
行
程
管
理
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と

に
よ
り
，
今
回
の
事
案
の
再
発
防
止
に
努
め
て
い
る
。

　
⑽
　
気
仙
沼
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
庁
舎
管
理
に
お
い
て
，
関
係
法
令
に
準
拠
し
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う

に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
消
防
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
防
火
管
理
者
の
解
任
及
び
選
任
の
手
続
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
消
防
法
第
８
条
第
２
項

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
必
要
な
手
続
き
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
要
因
は
,人
事
異
動
時
期
に
よ
る
繁
忙
さ
か
ら
,防
火
管
理
者
を
引

き
継
ぐ
担
当
者
が
届
出
を
失
念
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
気
仙
沼
消
防
署
に
令

和
２
年
４
月
１
日
付
け
で
後
任
の
防
火
管
理
者
を
選
任
し
,令
和
２
年
11月
26日
付
け
で
届
出
，
受
理
さ
れ
た
。

人
事
異
動
に
よ
り
防
火
管
理
者
が
転
出
し
後
任
が
有
資
格
者
で
は
な
か
っ
た
場
合
に
は
,速
や
か
に
資
格
講
習

を
受
講
さ
せ
る
こ
と
,さ
ら
に
担
当
者
任
せ
に
せ
ず
事
務
室
か
ら
積
極
的
に
手
続
き
や
資
格
講
習
に
つ
い
て
の
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を
提
供
し
て
い
く
等
再
発
防
止
を
図
っ
て
い
く
。

　
⑾
　
仙
台
二
華
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
庁
舎
管
理
に
お
い
て
，
関
係
法
令
に
準
拠
し
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う

に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
消
防
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
防
火
管
理
者
の
解
任
及
び
選
任
の
手
続
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
消
防
法
第
８
条
第
２
項

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
令
和
２
年
５
月
に
手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
き
，
制
度
の
確
認
を
行
い
，
若
林
消
防
署
に
届

け
出
た
。

　
　
　
�　
今
後
は
，
人
事
異
動
の
際
に
，
資
格
の
有
無
の
確
認
を
徹
底
し
，
後
任
者
が
資
格
を
持
っ
て
い
な
い
場
合
に

は
，
資
格
取
得
を
促
し
，
必
要
な
届
け
出
を
行
う
こ
と
な
ど
，
管
理
職
と
事
務
室
全
職
員
で
確
認
す
る
こ
と
と

し
た
。

　
⑿
　
柴
田
農
林
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
せ
ず
，
他
団
体
か
ら
義
援
金
等
を
受
領
し
て
物
品
購
入
費
等
に
充
て
て
い
た
も
の
が

認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
６
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
　
1,403,735円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
団
体
へ
の
寄
附
で
あ
る
と
の
認
識
で
あ
っ
た
が
，
学
校
長
名
で
寄
附
受
納
を
し
，
新
た
に
学
校
長
名
義
の
通

帳
を
開
設
し
，
管
理
し
た
こ
と
は
不
適
切
で
あ
っ
た
。

　
　
　
�　
今
後
，
義
援
金
等
が
寄
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
，
法
令
規
則
を
十
分
に
確
認
し
な
が
ら
事
務
処
理
を
行
う
こ
と

と
し
，
再
発
防
止
に
努
め
る
。

　
　
　
�　
残
金
に
つ
い
て
は
，
寄
付
者
の
意
向
を
踏
ま
え
，
主
務
課
に
相
談
を
し
な
が
ら
，
適
切
に
事
務
処
理
を
進
め

て
い
く
。

　
⒀
　
気
仙
沼
向
洋
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
報
酬
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
非
常
勤
講
師
の
報
酬
に
つ
い
て
，
支
給
定
日
を
過
ぎ
て
支
給
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
６
件

　
　
　
　
　
・
支
給
額
　
　
391,987円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
非
常
勤
講
師
の
報
酬
に
つ
い
て
は
，
発
覚
後
，
速
や
か
に
支
払
処
理
を
行
っ
た
。

　
　
　
�　
再
発
防
止
策
と
し
て
，
失
念
や
確
認
漏
れ
に
よ
る
ミ
ス
を
な
く
す
た
め
，
業
務
管
理
の
見
え
る
化
を
図
っ
た
。

会
計
事
務
カ
レ
ン
ダ
ー
や
人
件
費
の
事
務
処
理
状
況
表
を
処
理
状
況
で
色
分
け
し
て
掲
示
し
，
常
に
複
数
の
目

で
進
捗
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
，
会
計
事
務
処
理
の
改
善
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
事
務
室
内
で
情
報
共

有
を
図
り
な
が
ら
，
再
発
防
止
に
努
め
て
い
く
。

　
⒁
　
気
仙
沼
向
洋
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
教
育
財
産
に
お
い
て
，
財
産
の
取
得
及
び
処
分
手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今

後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
１
　
新
校
舎
の
取
得
に
係
る
異
動
報
告
が
２
年
以
上
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
33件

　
　
　
　
　
　
・
台
帳
価
格
　
　
4,997,631千

円

　
　
　
　
２
　
仮
設
校
舎
の
撤
去
に
係
る
異
動
報
告
が
１
年
以
上
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
24件

　
　
　
　
　
　
・
台
帳
価
格
　
　
1,040,141千

円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
施
設
の
新
設
，
撤
去
に
伴
う
財
産
異
動
に
つ
い
て
は
，
工
事
完
了
後
速
や
か
に
事
務
手
続
き
を
行
う
必
要
が

あ
る
こ
と
か
ら
，
工
事
に
伴
う
財
産
異
動
に
係
る
事
務
手
続
き
に
つ
い
て
，
進
捗
状
況
を
確
認
す
る
た
め
の

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
を
作
成
し
，
主
務
課
と
の
情
報
共
有
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
�　
ま
た
，
財
産
管
理
担
当
者
が
行
う
財
産
管
理
事
務
に
つ
い
て
は
，
複
数
の
職
員
に
よ
る
確
認
作
業
を
徹
底
し
，

内
部
統
制
の
充
実
に
努
め
て
い
く
。

　
⒂
　
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
賃
金
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。
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（
内
容
）

　
　
　
　
�　
パ
ー
ト
職
員
の
賃
金
に
つ
い
て
，
支
給
定
日
を
過
ぎ
て
支
給
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
支
給
額
　
　
97,923円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
本
事
案
に
つ
い
て
は
，
担
当
者
の
事
務
処
理
の
失
念
，
及
び
職
場
内
相
互
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
不
徹
底
が
原

因
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
　
　
�　
再
発
防
止
策
と
し
て
，
事
務
処
理
予
定
表
（
処
理
期
限
等
記
入
）
を
作
成
し
，
相
互
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強
化

す
る
と
と
も
に
，
会
計
課
作
成
の
例
月
処
理
カ
レ
ン
ダ
ー
を
使
用
し
て
，
担
当
者
が
例
月
支
払
業
務
の
消
し
込

み
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
，
失
念
に
よ
る
事
務
処
理
遅
延
の
防
止
を
図
っ
て
い
く
。


